
警 察 庁 長 官 官 房

犯罪被害者等施策推進課

犯罪被害者等支援とは

※本研修教材の無断使用・転載・コピー・引用等は禁止します。

○ 犯罪被害者等の抱える様々な問題

○ 犯罪被害者等支援の経緯

○ 犯罪被害者等支援の考え方

本講義の内容
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犯罪被害者等の置かれた状況

犯罪被害者等は、犯罪等（犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為）
により生命、身体、財産上の直接的な被害を受けることに加え、心にも大きな深い
傷を受け、この心の傷は、すぐに回復することが困難であるほか、様々な困難な
状況に直面します。

〔直面する様々な困難な状況〕

犯罪被害者等の抱える様々な問題

⒈心身の不調

⒉生活上の問題

⒊周囲の人の言動による傷つき

⒋加害者からの更なる被害

⒌捜査、裁判に伴う
様々な問題（負担）

事件の影響

再被害への不安、謝罪がなく苦痛…

事件のショックによる
心理面、身体面への影響…

仕事上の困難、転居の問題
経済的な困窮や問題…

無責任なうわさ話やマスコミの取材等
によるストレスや不快感…

捜査や裁判の過程による
精神的、時間的負担… 3

犯罪被害者等の抱える様々な問題
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犯罪被害者等の抱える様々な問題

犯罪被害による心身への影響

〔心理面への影響〕

•感覚・感情がマヒする
•現実だという感覚がない
•自分が自分でないと感じる
•記憶力、判断力の低下
•自己評価の低下
•他人や社会に対する信頼感
の喪失
•恐怖感､不安感､自責感､無力感
絶望感､孤独感､疎外感､屈辱感、
怒り､悲しみなどを抱く

〔身体面への影響〕

•めまい･過呼吸･動悸･下痢･便秘
•不眠･悪夢
•吐き気･食欲不振

犯罪被害者
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犯罪被害者等支援の経緯

犯罪被害者等支援の経緯

昭和55年「犯罪被害者等給付金支給法」制定
（三菱重工ビル爆破事件などが契機）

○ 国が給付金を支給する「犯罪被害給付制度」が発足
○ 我が国における犯罪被害者等への経済的援助が始まる

犯罪被害者等からは依然として不満の声も…

「犯罪被害給付制度発足10周年記念シンポジウム」において、
特に精神的援助の必要性が犯罪被害者自身によって強く指摘された

これらを契機として更なる犯罪被害者等支援のための検討が
始まる
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被害者の声

犯罪被害給付制度発足10周年記念シンポジウム（平成３年）における
大久保惠美子さんの発言（要約）

私の息子は、去年の10月12日、飲酒運転者に殺されました。殺された後の数か月間、私は
どうやって生きていけばいいのか分からず、本当に無我夢中で、日本には何か私を精神的に
助けてくれるところがないのかと必死になって探しましたけれども何もありませんでした。
先程パネリストの先生からも、「日本では、被害者の声として出てこない、被害者の本当

にそれがニーズなのか」という発言もありました。でも被害者の立場になりますと、はい、
私が被害に遭いましたと大きな声で言って、大きな声で泣ける、そういう社会ではありませ
ん。今の日本は大きな声で泣きたくても泣けないんです。ただじっと自分で我慢しなければ
ならないのが今の日本における被害者の姿だと思います。
日本では、そういう被害者を精神的に救う道が何もない。まずそれを創ってほしいと思う

ことなんです。
先程、「被害者が立ち直るためには同じ被害者同士での話し合いが一番

大切だ」という発言がありましたが、それを支援してくれる専門家の方たち
の助言がないとうまく立ち直っていけません。子供を殺された親は、このよ
うな辛い思いをもう他の人たちにさせたくないという気持ちでいっぱいなの
です。どんな協力も惜しみませんから、10周年記念シンポジウムが開かれた
この機会に、是非、一歩でもいいんです。一歩だけでも踏み出してください。
お願いします。

犯罪被害者等支援の経緯

7

犯罪被害者等基本法制定

平成16年12月「犯罪被害者等基本法」（平成16年法律第161号）制定

第１条（目的）
○ 犯罪被害者等のための施策に関し、
○ 基本理念を定め、
○ 国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、
○ 犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定める
こと等により、

犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪
被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。

犯罪被害者等支援の経緯
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犯罪被害者等のニーズに応じた支援
（ニーズの例）

○ 総合的な相談
被害に遭いどうしたらよいか どこに相談したらよいか…

○ 心身の不調
精神的につらい 体調が悪い 被害に遭った人同士で気持ちを共有したい…

○ 生活上の問題
・ 仕事上の困難 ・ 不本意な転居など住居の問題
・ 経済的な困窮（問題） ・ 子育てに伴う問題（経済的支援以外）
・ 福祉全般 ・ 報道に関すること 等

○ 加害者に関すること
再被害への不安 加害者に関する情報を知りたい…

○ 捜査、裁判に伴う問題
法的なアドバイスが欲しい 裁判所等に赴くことへの不安…

犯罪被害者等のニーズを踏まえ、必要な支援を
適時適切に途切れることなく提供

犯罪被害者等支援の考え方
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｢被害者の手引｣交付
付添支援
刑事手続等の説明
被害者連絡制度
カウンセリング
再被害防止措置

公費負担制度
カウンセリング費用
一時避難場所宿泊費用
ハウスクリーニング費用
緊急避妊等に要する費用

犯罪被害給付制度
国外犯罪被害弔慰金等支給制度

【警察庁】
見舞金制度
公営住宅優先入居
民間賃貸住宅入居支援
転居費用助成
家賃補助

カウンセリング
法律相談
家事・育児・介護支援
配食サービス提供
被害者等に関する情報の保護

【国土交通省】【厚生労働省】【総務省】

付添支援
法律相談

カウンセリング
自助グループ支援

精通弁護士紹介
国選被害者参加弁護士
被害者参加旅費等支給
民事法律扶助
人権相談

医療提供
カウンセリング

一時保護
カウンセリング

一時保護
里親制度
カウンセリング

医療的支援
カウンセリング
法的支援

被害者等通知制度
記録の閲覧・謄写
被害回復給付金支給制度
被害者参加制度
損害賠償命令制度
刑事和解制度

【法務省等】

就職支援

奨学金給付
＜犯罪被害救援基金（基金）＞
＜日本財団（預保納付金）＞

被害者等通知制度
意見等聴取制度
心情等聴取・伝達制度
作業報奨金の賠償充当

#8891

0120－189－783

総合的対応窓口

人権擁護委員 民生委員・児童委員

【法務省・厚生労働省】

0570－783－554

〇〇に付き
添ってほしい

今の家に
住めない

家事を手伝って
ほしい

眠れない

詳しい弁護士に
相談したい

裁判に参加したい

#9110 #8103

#8778

～途切れのない犯罪被害者等支援～

【警察庁】

【法務省】

【厚生労働省】

【法務省】

【警察庁】

【内閣府】

【厚生労働省】

コーディネーター

自立支援給付
傷病手当金
埋葬料（葬祭費）
障害年金
遺族年金
失業等給付

医療保険料・一部負担金の減免等
児童扶養手当
修学支援制度
国民年金保険料の減免等
介護保険料・一部負担金の減免等
国税・地方税の減免等
各種福祉サービス

【厚生労働省】
【こども家庭庁】
【国税庁】【総務省】

【文部科学省】

【こども家庭庁】【文部科学省】

【厚生労働省】

【内閣府】

※ 【】内は機関・団体又は制度の所管府省庁
※ 赤字：基本的に金銭の形での支払
※ 記載の制度等は一例であり、一部の自治体が導入している
ものも含む。

0120－079714

0570－003－110

#8008

0120－0－78310
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ご視聴ありがとうございました。


